
　　　　令和7年1月から令和7年12月までに締結(公告)された農地の賃貸借における賃借料水準

　　　(10a=1反当たり)は、以下のとおりです。なお、この「賃借料情報」は平成２１年まで制

　　　定されていた「標準小作料」とは違い、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供する

　　　ものです。賃借料は対象農地の状況等に合わせ、柔軟に当事者間で設定してください。

杵築市農業委員会　

1　田（水稲）の部

2　畑 の部

＊1　データ数は、集計に用いた筆数である。
＊2　賃借料を物納支給（玄米）としている場合は、60kg＝1俵当たり23,000円に換算している。

令和7年度　杵築市農地賃借料情報

令和8年4月8日

締結（公告）された地域名 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数 備考

杵築地域 3,000 3,000 3,000 39

山香地域 6,100 8,900 5,000 75

大田地域 7,500 7,700 7,400 4

　市全体 7,500 8,900 4,000 118
使用貸借権（無償）

280筆

27

締結（公告）された地域名 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円) データ数 備考

データ無し

山香地域 5,300 10,000 3,000 9

（別紙1）

大田地域 - - - -

杵築地域 14,900 40,400 7,900


